
佐久市福祉有償運送運営協議会次第 

 

日時 令和７年１月２３日（木）午前１０時００分 

場所 佐久市役所 ５０１会議室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 佐久市移動困難者、公共交通機関の状況について ・・・資料Ｎｏ．３ 

 

 

４ 協議事項 

自家用有償運送事業者の更新登録の申請について   

  

    ・特定非営利活動法人 のんびり・・・資料Ｎｏ．４ 

 

 

５ そ の 他 

 

 

６ 閉  会  
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えんどう

　修
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設置要綱第３条により委員は１０人以内。

設置要綱第４条により任期は１年以内とする。

福祉有償運送の利用者 佐久市身体障害者福祉協会　会長

市職員 福祉部　部長

現に福祉有償運送を行っている
NPO等

特定非営利活動法人　たんと　管理者

岩村田観光タクシー（株）代表取締役

岩村田観光タクシー（株）運行管理者
タクシー運転者

佐久市民生児童委員協議会　副会長
浅科地区　会長

識見を有する者

識見を有する者 長野県企画振興部交通政策課　課長

長野運輸支局長が指定する職員
国土交通省北陸信越運輸局　長野運輸支局
運輸企画専門官(輸送・監査担当)

佐久市福祉有償運送運営協議会委員名簿（任期R6.8.10～R7.8.9）

選　出　区　分 備　　考

佐久市区長会　理事
望月　春日地区会長

識見を有する者
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○佐久市福祉有償運送運営協議会設置要綱 

平成17年12月20日告示第197号 

改正 

平成22年３月29日告示第53号 

平成27年２月９日告示第19号 

平成29年４月１日告示第77号 

佐久市福祉有償運送運営協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」という。）の規定に基づき、自家用有償旅客

運送（道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号）第49条第３号に規定する福祉有償運送に限

る。以下同じ。）の適正な運営の確保について協議するため、佐久市福祉有償運送運営協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 法第79条の規定に基づき自家用有償旅客運送の登録（法第79条の６第１項の規定に基づく有

効期間の更新の登録及び法第79条の７第１項の規定に基づく変更登録を含む。）を申請する場合

における運送の必要性に関すること。 

(２) 旅客から収受する対価に関すること。 

(３) 法第79条の12第１項第４号の規定による合意の解除に関すること。 

(４) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協

議会が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 長野運輸支局長が指定する職員 

(３) 現に福祉有償運送を行っているNPO等 

(４) タクシー事業者 

(５) タクシー運転者 

(６) 福祉有償運送の利用者 

(７) 市職員 

（任期等） 

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。 

４ 委員は、自己又は自己の所属する団体の利害に関係のある事項については、議事に加わることが

できない。 

５ 会長は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉部高齢者福祉課において処理する。 
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（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成22年３月29日告示第53号） 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年２月９日告示第19号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

  附 則（平成29年４月１日告示第77号） 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 



　人　口 人

 うち65歳以上人口 人

　高齢化率 ％

（単位：人）

　第１号被保険者

（単位：人）

　第１号被保険者

（単位：人）

（単位：人）

人　数 555 653 154 1,362

1,035

◎　精神保健福祉手帳交付状況（令和7年1月現在）（単位：人）

等　級 １級 ２級 ３級 計

軽　度（B2)

52 39 109 265 277 293

3,920

◎　知的障害者の障害別状況（令和7年1月現在）
１８歳未満 １８歳以上

計
重　度（A1) 中　度（A2.B1) 軽　度（B2) 重　度（A1) 中　度（A2.B1)

計 209 851 31 1,718 1,111

227

６ 4 580 0 93 1 678

５ 20 3 0 204 0

777

４ 12 59 6 490 285 852

３ 10 142 25 402 198

867

２ 76 63 0 373 7 519

１ 87 4 0 156 620

◎　身体障害者手帳取得者の状況（令和7年1月現在）
等級 視　　覚

聴　　覚
（ろう・平衡） 音声言語 肢体不自由 内　　部 計

5 34

総　　　　　数 597 765 763 425 332 206 3,088

　第２号被保険者 6 2 11 6 4

計

591 763 752 419 328 201 3,054

（２）居宅介護（要介護）サービス受給者数（令和6年9月提供サービス分）

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

11 51

総　　　　　数 878 942 913 639 774 502 4,648

　第２号被保険者 7 4 12 11 6

31 330

うち75歳以上 803 858 837 589 720 460 4,267

うち65歳以上75歳未満 68 80 64 39 48

◎　人口等の状況（令和 6年11月末現在）
97,456

30,626

31.4

【佐久市の状況】

計

871 938 901 628 768 491 4,597

◎　要介護認定者の状況
（１）要介護（要支援）認定者数（令和6年9月現在）

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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◎

◎

◎ 　タクシーの状況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

◎ 　外出支援サービス（令和5年度）

◎ 　福祉有償運送登録法人
番号登録事業者名

1 社会福祉法人　山栄会

2

3

4

5

しげのマツバタクシー
（有） 1 久保通線

佐久小諸観光株式会社

ニュー交通有限会社

望月ハイヤー有限会社

松葉タクシー有限会社

千曲バス株式会社

有限会社新海タクシー

有限会社高原タクシー

八千穂タクシー有限会社 佐久

6佐久

佐久

望月

佐久 12
6
5

路線数

社会福祉法人　望月悠玄福祉会

特定非営利活動法人　たんと

特定非営利活動法人　のんびり

社会医療法人　恵仁会

2

管内の駅数、名称等

小海線　10駅(中佐都駅～青沼駅)
北陸新幹線　１駅（佐久平駅）

路線名

中仙道線、山手線、佐久御代田線

布施線、春日線

3

岩村田観光タクシー株式会社

事業所会社名

JR東日本

　鉄道路線
会社名

所有車両数

千曲バス 3
東信観光バス(株) 2

　バス路線（令和６年１月末現在）
会社名 路線数

13
21
4
5

佐久

佐久

佐久

臼田

R8.3.31

R9.9.18佐久市

佐久市

佐久市 R7.3.31

R8.3.31

佐久市 R8.3.31

佐久市

高齢者

障害者

計

利用実人員

登録有効期限事業所所在地

延べ利用人数

37

8

45

226

62

288

  ２



 

３ 

 

◎デマンドワゴンさくっと（R5.4～R6.3） 


